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市町村森林整備計画概要図（１）

姶良地域概要図
木場内甑線 長尾山線

長野線

牟田山線（県）

飛野線

長尾山線（県）

中甑線（県）

山ノ口線

岩井田線

上ノ原線

堂園線

北山飛野線

ウツラ線

飛野１号線

琴ヶ谷線

ツヅラノ線

②

③

１ 市町村界  

２ 旧市町村界  

３ 土地利用 

 (1) 民有林 

   うち公有林（市町村有林） 

     〃  （県有林・県行造林） 

     〃  （森林総合研究所） 

     〃  （森林整備公社） 

 

 

 (2) 国有林  

 (3) 農地  

４ 保安林・他法令による地区指定  

５ 基幹路網 

  林道 

 

６ 公道 

 (1) 高速道路 

 (2) 国県道 

 (3) 市町村道及び農道 

 

７ その他必要な事項 

 (1) 活動拠点施設 

 (2) 林産物の生産、流通、加工販売施

設 

 (3) 森林の総合利用施設 

 

① ～ ③ 

1 ～ 6 

 

1 
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鍋倉線

宇都線

高牧線

岩剣線

１

①

１ 市町村界  

２ 旧市町村界  

３ 土地利用 

 (1) 民有林 

   うち公有林（市町村有林） 

     〃  （県有林・県行造林） 

     〃  （森林総合研究所） 

     〃  （森林整備公社） 

 

 

 (2) 国有林  

 (3) 農地  

４ 保安林・他法令による地区指定  

５ 基幹路網 

  林道 

 

６ 公道 

 (1) 高速道路 

 (2) 国県道 

 (3) 市町村道及び農道 

 

７ その他必要な事項 

 (1) 活動拠点施設 

 (2) 林産物の生産、流通、加工販売施

設 

 (3) 森林の総合利用施設 

 

① ～ ③ 

1 ～ 6 

 

1 
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加治木地域概要図

１ 市町村界  

２ 旧市町村界  

３ 土地利用 

 (1) 民有林 

   うち公有林（市町村有林） 

     〃  （県有林・県行造林） 

     〃  （森林総合研究所） 

     〃  （森林整備公社） 

 

 

 (2) 国有林  

 (3) 農地  

４ 保安林・他法令による地区指定  

５ 基幹路網 

  林道 

 

６ 公道 

 (1) 高速道路 

 (2) 国県道 

 (3) 市町村道及び農道 

 

７ その他必要な事項 

 (1) 活動拠点施設 

 (2) 林産物の生産、流通、加工販売施

設 

 (3) 森林の総合利用施設 

 

① ～ ③ 

1 ～ 6 

 

1 

 

高井田線

丸岡線

高倉線

徳丸線

長尾山線

１
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蒲生地域概要図

篠目山線

後ヶ迫線

西戸線

牟田ヶ瀬戸線

十二ヶ内線

柊野線

新留線

皿木宇都線

鼻ヶ嶺線

城山線

大石迫線

松生良久線

奥山線

岩井川内線

大塚線

鬼ノ堂線

６

５

４

３

２

１ 市町村界  

２ 旧市町村界  

３ 土地利用 

 (1) 民有林 

   うち公有林（市町村有林） 

     〃  （県有林・県行造林） 

     〃  （森林総合研究所） 

     〃  （森林整備公社） 

 

 

 (2) 国有林  

 (3) 農地  

４ 保安林・他法令による地区指定  

５ 基幹路網 

  林道 

 

６ 公道 

 (1) 高速道路 

 (2) 国県道 

 (3) 市町村道及び農道 

 

７ その他必要な事項 

 (1) 活動拠点施設 

 (2) 林産物の生産、流通、加工販売施

設 

 (3) 森林の総合利用施設 

 

① ～ ③ 

1 ～ 6 

 

1 
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市町村森林整備計画概要図（２）

姶良地域概要図
木場内甑線 長尾山線

長野線

牟田山線（県）

飛野線

長尾山線（県）

中甑線（県）

山ノ口線

ツヅラノ線

飛野１号線

北山飛野線

ウツラ線

琴ヶ谷線

上ノ原線

堂園線

岩井田線

③

②

１ 市町村界 
 

２ 旧市町村界 
 

３ 国有林 
 

 

４ 森林資源状況 

(1) 人工林 

(2) 天然林 

 

５ 基幹路網 

  林道 

 

６ 公道 

 (1) 高速道路 

 (2) 国県道 

 (3) 市町村道及び農道 

 

７ その他必要な事項 

 (1) 活動拠点施設 

 (2) 林産物の生産、流通、加工販売施

設 

 (3) 森林の総合利用施設 

 

① ～ ③ 

1 ～ 6 

 

1 
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宇都線

鍋倉線

高牧線

岩剣線

①

１

１ 市町村界 
 

２ 旧市町村界 
 

３ 国有林 
 

 

４ 森林資源状況 

(1) 人工林 

(2) 天然林 

 

５ 基幹路網 

  林道 

 

６ 公道 

 (1) 高速道路 

 (2) 国県道 

 (3) 市町村道及び農道 

 

７ その他必要な事項 

 (1) 活動拠点施設 

 (2) 林産物の生産、流通、加工販売施

設 

 (3) 森林の総合利用施設 

 

① ～ ③ 

1 ～ 6 

 

1 
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加治木地域概要図

１ 市町村界 
 

２ 旧市町村界 
 

３ 国有林 
 

 

４ 森林資源状況 

(1) 人工林 

(2) 天然林 

 

５ 基幹路網 

  林道 

 

６ 公道 

 (1) 高速道路 

 (2) 国県道 

 (3) 市町村道及び農道 

 

７ その他必要な事項 

 (1) 活動拠点施設 

 (2) 林産物の生産、流通、加工販売施

設 

 (3) 森林の総合利用施設 

 

① ～ ③ 

1 ～ 6 

 

1 

 

徳丸線

長尾山線

丸岡線

高井田線高倉線

１
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蒲生地域概要図

篠目山線

鬼ノ堂線

後ヶ迫線

西戸線

牟田ヶ瀬戸線

十二ヶ内線

柊野線

大塚線

新留線

岩井川内線

皿木宇都線

鼻ヶ嶺線

大石迫線

城山線

奥山線

松生良久線

６

５

２

３

４

１ 市町村界 
 

２ 旧市町村界 
 

３ 国有林 
 

 

４ 森林資源状況 

(1) 人工林 

(2) 天然林 

 

５ 基幹路網 

  林道 

 

６ 公道 

 (1) 高速道路 

 (2) 国県道 

 (3) 市町村道及び農道 

 

７ その他必要な事項 

 (1) 活動拠点施設 

 (2) 林産物の生産、流通、加工販売施

設 

 (3) 森林の総合利用施設 

 

① ～ ③ 

1 ～ 6 

 

1 
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市町村森林整備計画概要図（３）

姶良地域概要図

４　中牧線

６　上名線

５　飛野～丹生付線

８　堂園線

９　堂園支線

10　鬼ノ堂線

23　堂園線

24　琴ヶ谷線

25　飛野１号線

27　上ノ原線

28　ツヅラノ線

32　北山飛野線

33　ウツラ線

34　岩井田線

山ノ口線

長尾山線

飛野線 長野線

木場内甑線

牟田山線（県）

長尾山線（県）

中甑線（県）

④

⑤

⑥

⑧

39　飛野線

１ 市町村界 
 

２ 旧市町村界 
 

３ 国有林 
 

 

４ 公益的機能別施業森林等 

(1) 水源の涵養の機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林 

(2) 土地に関する災害の防止及び土壌の

保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

(3) 快適な環境の形成の機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき

森林 

(4) 保健文化機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

(5) 木材の生産機能の維持増進を図るた

めの森林施業を推進すべき森林 

(6) 公的機関による森林施業を推進すべ

き森林 

 

５ 路網整備推進区域  

６ 基幹路網 

 (1) 林道 

 (2) 林道開設予定線 

 (3) 林業専用道開設予定線 

 

※(2)土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維

持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域につ

いては、区域が点在しているため表示はせずに、森林整備

計画書の第４の２「別表１」により定めている。 

※(5)木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林については、本図面によるゾーニングとは

別途、シイタケ原木用として利用するクヌギ林及び姶良市

部分林条例により契約している部分林について、森林整備

計画書の第４の２「別表３」及び「別表４」により定めて

いる。 
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30　宇都線

31　鍋倉線

11　白金坂線

12　姶良１号線

13　福ヶ野線

14　姶良２号線

岩剣線

７　城瀬線

⑦

１ 市町村界 
 

２ 旧市町村界 
 

３ 国有林 
 

 

４ 公益的機能別施業森林等 

(1) 水源の涵養の機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林 

(2) 土地に関する災害の防止及び土壌の

保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

(3) 快適な環境の形成の機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき

森林 

(4) 保健文化機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

(5) 木材の生産機能の維持増進を図るた

めの森林施業を推進すべき森林 

(6) 公的機関による森林施業を推進すべ

き森林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 路網整備推進区域  

６ 基幹路網 

 (1) 林道 

 (2) 林道開設予定線 

 (3) 林業専用道開設予定線 

 

※(2)土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維

持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域につ

いては、区域が点在しているため表示はせずに、森林整備

計画書の第４の２「別表１」により定めている。 

※(5)木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林については、本図面によるゾーニングとは

別途、シイタケ原木用として利用するクヌギ林及び姶良市

部分林条例により契約している部分林について、森林整備

計画書の第４の２「別表３」及び「別表４」により定めて

いる。 

29　高牧線
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加治木地域概要図

１　辺川線

２　市野線

３　宇都線

高井田線

平谷線

丸岡線

高倉線

徳丸線

①

②

③

40　長尾山線

１ 市町村界 
 

２ 旧市町村界 
 

３ 国有林 
 

 

４ 公益的機能別施業森林等 

(1) 水源の涵養の機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林 

(2) 土地に関する災害の防止及び土壌の

保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

(3) 快適な環境の形成の機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき

森林 

(4) 保健文化機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

(5) 木材の生産機能の維持増進を図るた

めの森林施業を推進すべき森林 

(6) 公的機関による森林施業を推進すべ

き森林 

 

５ 路網整備推進区域  

６ 基幹路網 

 (1) 林道 

 (2) 林道開設予定線 

 (3) 林業専用道開設予定線 

 

※(2)土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維

持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域につ

いては、区域が点在しているため表示はせずに、森林整備

計画書の第４の２「別表１」により定めている。 

※(5)木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林については、本図面によるゾーニングとは

別途、シイタケ原木用として利用するクヌギ林及び姶良市

部分林条例により契約している部分林について、森林整備

計画書の第４の２「別表３」及び「別表４」により定めて

いる。 
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蒲生地域概要図

15　鉢ノ窪線

16　瀬戸平山線 18　瀬戸平山２号支線

17　瀬戸平山１号支線

22　岩井川内線

19　瀬戸平山３号支線

20　通山線

21　柊野線

35　大塚線

36　岩井川内線

37　松生良久線

38　鬼ノ堂線

柊野線

篠目山線

牟田ヶ瀬戸線

鼻ヶ嶺線

皿木宇都線

後ヶ迫線

西戸線

新留線

十二ヶ内線

城山線

⑪

⑩

⑨

⑧

41　新留線

42　大石迫線

１ 市町村界 
 

２ 旧市町村界 
 

３ 国有林 
 

 

４ 公益的機能別施業森林等 

(1) 水源の涵養の機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林 

(2) 土地に関する災害の防止及び土壌の

保全の機能の維持増進を図るための

森林施業を推進すべき森林 

(3) 快適な環境の形成の機能の維持増進

を図るための森林施業を推進すべき

森林 

(4) 保健文化機能の維持増進を図るため

の森林施業を推進すべき森林 

(5) 木材の生産機能の維持増進を図るた

めの森林施業を推進すべき森林 

(6) 公的機関による森林施業を推進すべ

き森林 

 

５ 路網整備推進区域  

６ 基幹路網 

 (1) 林道 

 (2) 林道開設予定線 

 (3) 林業専用道開設予定線 

 

※(2)土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維

持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域につ

いては、区域が点在しているため表示はせずに、森林整備

計画書の第４の２「別表１」により定めている。 

※(5)木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を

推進すべき森林については、本図面によるゾーニングとは

別途、シイタケ原木用として利用するクヌギ林及び姶良市

部分林条例により契約している部分林について、森林整備

計画書の第４の２「別表３」及び「別表４」により定めて

いる。 

26　奥山線


